
令和８年度 デジタル技術・機器導入支援事業費補助金 フロー図 

R８.3 島根県市町村振興協会 

 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 必要に応じ ※２ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 原則として、６月３０日までに補助金交付申請書を提出すること。 

※2 変更申請が必要な場合（要綱第８条） 

    ①事業の目的や事業の主要部分を変更する場合 

（判断に迷った場合はご相談ください） 

    ②事業が期間内に完了することができないと見込まれる場合 

③事業の中止、廃止 

※２ 申請したすべての事業が完了した場合は、速やかに実績報告をすること。 
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① （６月 30 日）｢補助金交付申請書｣提出期限  
 

添付書類  

デジタル技術・機器導入支援 

・積算根拠がわかる書類（見積書等） 

  デジタル新技術および機器の実証試験支援 

   ・実証試験実施計画書 

・県内市町村で導入されていないことを証す 

る書面（ﾒｰｶｰ証明書又は調査結果等） 
・積算根拠がわかる書類（見積書等） 

 

②７月下旬  

・｢交付決定通知｣ 

③（～３月中旬）※２ 

・｢実績報告書｣ 
添付書類 

   事業費（支出額）がわかる書類（請求書等） 

④（～３月下旬） 

・｢確定通知｣ 

・｢変更交付申請書｣ 

・「変更交付決定通知」 

⑤（３月下旬～4 月上旬） 

・交付 


